
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応す

るための雇用保険法の臨時特例等に関する

法律施行規則の一部を改正する省令案要綱 
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
改
正

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
休
業
の
期
間
を
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

延
長
す
る
こ
と
と
し
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
休
業
に
対
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
は
、
一
の
被
保
険
者
（
雇
用
保
険
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
を
い
う
。
）

の
賃
金
日
額
（
休
業
を
開
始
し
た
月
前
六
月
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
三
月
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
（
賞
与
を
除
く
。
）
の
総
額
を

九
十
で
除
し
て
得
た
額
を
い
う
。
）
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
雇
用
保
険
法
第
十
七
条
第
四
項
第
二
号

ロ
に
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
額
）
に
百
分

の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
額
）
を
日
額
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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